


 （セルフメディケ

ーション税制）

年齢 16 歳以上 19 歳未満の方（平成 19 年 1 月 2 日から平成

22 年 1 月 1 日までに生まれた方）、もしくは年齢 23 歳以上

70 歳未満の方（昭和 31 年 1 月 2 日から平成 15 年 1 月 1 日ま

でに生まれた方）

老人扶養親族のうち、あなたや配偶者の直系尊属で、あなた

や配偶者のいずれかと同居している方

年齢 70 歳以上の方（昭和 31 年 1 月 1 日以前に生まれた方）

年齢 19 歳以上 23 歳未満の方（平成 15 年 1 月 2 日から平成

19 年 1 月 1 日までの間に生まれた方）


